
 

議案第３３号  

 
 

 

 

平成２６年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第４号）  



 

 

 

 

平成２６年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 平成２６年度白井市の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３４，１１４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ９７９，５５２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、 

「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  平成２７年２月１３日提出 

 

                                 白井市長  伊 澤  史 夫 

- 1 -



第１表　歳入歳出予算補正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1. 分担金及び負担金        26,155           982        27,137

 1. 分担金        22,962           554△        22,408

 2. 負担金         3,193         1,536         4,729

 2. 使用料及び手数料       723,364        14,067△       709,297

 1. 使用料       723,354        14,117△       709,237

 2. 手数料            10            50            60

 3. 国庫支出金        29,600         7,100△        22,500

 1. 国庫補助金        29,600         7,100△        22,500

 4. 繰入金        79,572         1,357△        78,215

 1. 繰入金        79,572         1,357△        78,215

 5. 繰越金        21,158         4,378        25,536

 1. 繰越金        21,158         4,378        25,536

 6. 諸収入            17           550           567

 1. 雑入            17           550           567

 7. 市債       133,800        17,500△       116,300

 1. 市債       133,800        17,500△       116,300

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額               0             0             0

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計               1,013,666        34,114△       979,552
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変更

限度額 起債の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道事業 126,300 114,400

流域下水道事業 7,500 1,900

第３表　地方債補正

（単位　千円）

起債の目的
補正前 補正後

利率 償還の方法

補正前
に同じ

普通貸借
又は

証券発行

５．０％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金
及び地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

借入先の融資条件
による。
財政その他の都合
により繰上償還又
は低利に借換えす
ることができる。

補正前
に同じ

補正前
に同じ
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補正前の額 補　正　額 　 計 　目
区　　　分 金　　額

節
説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２．歳  入

補正前の額 補　正　額 　 計 　目
区　　　分 金　　額

節
説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1.分担金及び負担金 （項） 1.分担金

1.公共下水道事業費分担

金

△554 22,962 22,408 1.現年度分 △1,099 ・受益者分担金 △1,099 

2.滞納繰越分 545 ・受益者分担金滞納繰越分 545 

△554 22,962 22,408 計

（款） 1.分担金及び負担金 （項） 2.負担金

1.公共下水道事業費負担

金

1,536 3,193 4,729 1.現年度分 1,446 ・受益者負担金 1,446 

2.滞納繰越分 90 ・受益者負担金滞納繰越分 90 

1,536 3,193 4,729 計

（款） 2.使用料及び手数料 （項） 1.使用料

1.下水道使用料 △14,118 723,354 709,236 1.現年度分 △14,118 ・下水道使用料 △14,118 

2.下水道総務使用料 1 0 1 1.下水道総務管理使

用料

1 ・行政財産使用料 1 

△14,117 723,354 709,237 計

（款） 2.使用料及び手数料 （項） 2.手数料

1.下水道手数料 50 10 60 1.手数料 50 ・手数料 50 

50 10 60 計

（款） 3.国庫支出金 （項） 1.国庫補助金

1.下水道事業費国庫補助

金

△7,100 29,600 22,500 1.公共下水道事業補

助金

△7,100 ・社会資本整備総合交付金 △29,600 

・防災・安全社会資本整備交付金 22,500 

△7,100 29,600 22,500 計

（款） 4.繰入金 （項） 1.繰入金

1.繰入金 △1,357 79,572 78,215 1.一般会計繰入金 △1,357 ・一般会計繰入金 △1,357 

△1,357 79,572 78,215 計

（款） 5.繰越金 （項） 1.繰越金

1.繰越金 4,378 21,158 25,536 1.繰越金 4,378 ・繰越金 4,378 

4,378 21,158 25,536 計
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補正前の額 補　正　額 　 計 　目
区　　　分 金　　額

節
説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 6.諸収入 （項） 1.雑入

1.雑入 540 17 557 1.雑入 540 ・雑入 540 

2.弁償金 10 0 10 1.弁償金 10 ・放射能除染対策等費用に係る損害賠償金 10 

550 17 567 計

（款） 7.市債 （項） 1.市債

1.下水道事業債 △17,500 133,800 116,300 1.公共下水道事業債 △11,900 ・補助分 △7,200 

・単独分 △4,700 

3.流域下水道事業債 △5,600 ・補助分 △3,200 

・単独分 △2,400 

△17,500 133,800 116,300 計

（歳入）分担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

下水道事業特別会計
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補正前の額 補　正　額 　 計 　

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源目

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般

財　　源
区　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

３．歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源目

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般

財　　源
区　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1.下水道事業費 （項） 1.総務管理費

1.一般管理

費

△7,328 95,270 87,942   △9,562 2,234 1. △54 報酬

9. △4 旅費

11. △356 需用費

27. △6,914 公課費

2)【実】下水道経営 の安定化事業                             △9,562       2,234      △7,328 

1.報酬 △54 

・上下水道事業審議会委員報酬

  　８人 △54 

9.旅費 △4 

・費用弁償 △4 

11.需用費 △356 

・食糧費 △2 

・印刷製本費 △354 

27.公課費 △6,914 

・消費税 △6,914 

2.維持管理

費

△4,890 541,812 536,922   △4,246 △644 13. △1,613 委託料

18. △488 備品購

入費

19. △2,789 負担金

補助及

び交付

金

2)                             △2,704         △85 流域下水道維持管理事業 に要 す

 る経費　　　　　　　　　　　      △2,789 

19.負担金補助及び交付金 △2,789 

・印旛沼流域下水道維持管理負

  担金 △2,170 

・手賀沼流域下水道維持管理負

  担金 △619 

3)【実】下水道施設維持管理事業                             △1,542        △559      △2,101 

13.委託料 △1,613 

・量水器更新委託料 △484 

・水質試験委託料 △1,129 

18.備品購入費 △488 

・機械器具費 △488 

△12,218 637,082 624,864 計   △13,808 1,590 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源目

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般

財　　源
区　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1.下水道事業費 （項） 2.公共下水道事業費

1.公共下水

道事業費

△16,876 106,670 89,794 △7,100 △11,900  2,124 13. △16,876 委託料

4)【実】雨水排水施設整備事業　     △7,100     △11,900                   2,124     △16,876 

13.委託料 △16,876 

・家屋調査委託料 △956 

・下水道管渠実施設計委託料 △197 

・土質・地質調査委託料 △1,333 

・下水道管渠築造工事委託料 △14,390 

△16,876 106,670 89,794 計 △7,100 △11,900  2,124 

（款） 1.下水道事業費 （項） 3.流域下水道事業費

1.流域下水

道事業費

△5,020 12,731 7,711  △5,600 88 492 19. △5,020 負担金

補助及

び交付

金

1)                 △5,600          88         492 流域下水道整備事業 に要 する経

費　　　　　　　　　　　　　      △5,020 

19.負担金補助及び交付金 △5,020 

・印旛沼流域下水道事業負担金 △1,786 

・手賀沼流域下水道事業負担金 △3,234 

△5,020 12,731 7,711 計  △5,600 88 492 

（歳出）下水道事業費

下水道事業特別会計
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１．特別職

職員数 報酬 給料 共済費 合計

（人) (千円） (千円） （千円） （千円） （千円）

長等

議員

その他 8 0 0 0

計 8 0 0 0

長等

議員

その他 8 54 54 54

計 8 54 54 54

長等

議員

その他 0 △ 54 △ 54 △ 54

計 0 △ 54 △ 54 △ 54

補正後

補正前

比較

給与費明細書

区分

給与費

備考
期末手当

退職手当負担金 計
（年間支給率・月分）

(千円) （千円）
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（単位　千円）

下水道事業債

　(1)　公共下水道事業債 1,165,456 1,170,016 247,400 99,647 1,317,769

　(2)　特定環境保全公共下水道事業債 952,442 898,843 7,800 55,659 850,984

　(3)　流域下水道事業債 317,910 290,251 7,100 27,531 269,820

2,435,808 2,359,110 262,300 182,837 2,438,573合計

地方債の平成２４年度末及び平成２５年度末における現在高

並びに平成２６年度末における現在高の見込みに関する調書

区分 24年度末現在高 25年度末現在高

26年度中増減見込み
26年度末

現在高見込額26年度中起債
見込額

26年度中元金
償還見込額
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